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平成２７年度生活衛生関係予算案等の状況

27年度予算案 ［ 26年度予算 ］

予 算 ３,６８８百万円[２,９８０百万円］

１．生活衛生関係営業対策事業費補助金 １,０２８百万円[１,０００百万円]

中小零細の生活衛生関係営業者の営業の振興や発展を図るため、その組織基盤の

強化を通じた衛生水準の確保・向上、相談支援体制の強化を図るとともに、本格的

な高齢社会に向けて、生活衛生関係営業者が各事業者の特性を活かした生活支援等

に係るサービスの実施を促進する。

○新 生活衛生関係営業好循環促進計画策定事業 ２７百万円

生活衛生関係営業を取り巻く構造的な悪循環から脱却し、業界を活性化し、

持続的発展を後押しするため、生活衛生関係営業の強み・特殊性を活かした計画

を策定し、生活衛生関係営業における好循環構造の定着・促進を図る。

２．株式会社日本政策金融公庫補給金 ２,１８１百万円［１,８７７百万円］

生活衛生関係営業の振興及び経営の安定を図るための、株式会社日本政策金融

公庫における生活衛生資金貸付業務に対する補給金。

３．被災した生活衛生関係営業者への支援（復興庁一括計上）

４４８百万円［ ７１百万円］

・ 生活衛生関係営業対策事業費補助金 ３６百万円［ ７１百万円］

東日本大震災で被災した生活衛生関係営業者の自立支援、被災地の復興に資する

ため、経営相談、共同利用設備への支援等を実施する。

○新 株式会社日本政策金融公庫出資金 ４１２百万円

株式会社日本政策金融公庫が東日本大震災復興特別貸付等の融資を行うために

必要な財政支援を行う。
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日本政策金融公庫融資（生活衛生資金貸付）

１．貸付計画額 １，１５０億円［１，１５０億円]

２．貸付制度の改善
（１）福祉増進関連事業施設貸付の拡充

高齢者・障害者等が円滑に生活衛生関係営業施設を利用できるようにするため

に行う設備投資について金利の引下げ

（２）生活衛生関係営業者の資金繰り支援【平成26年度補正予算：3.03億円】

（株式会社日本政策金融公庫出資金）

○ 生活衛生関係営業の原材料・エネルギーコスト高対策

生活衛生関係営業セーフティネット貸付（経営環境変化資金）の金利の引下げ

○ 生活衛生関係営業の創業支援の充実

生活衛生関係営業新企業育成資金の創設（生活衛生資金貸付における創業関係

融資の統合及び女性・若者等の創業前又は創業後間もない者について金利の引下げ）

○ 生活衛生関係営業の女性活躍推進

女性・若者等の創業前又は創業後間もない者について金利の引下げ

女性の少額での創業について勤務要件等の緩和

子育て支援に取り組む者について金利の引下げ

○ 生活衛生関係営業の地方創生支援

Ｕターン等で創業前又は創業後間もない者について金利の引下げ

○ 生活衛生関係営業の耐震化支援

耐震改修資金に係る金利の引下げ特例措置の延長
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税制改正 （※）:関係省庁と共同要望

１．生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の
適用期限の延長

〔法人税〕

生活衛生同業組合(出資組合に限る)及び生活衛生同業小組合が策定する振興計画

に基づく共同利用施設の特別償却制度について、取得価額要件（100万円以上）を
設定した上、その適用期限を２年延長する。

２．生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の貸倒引当金の特例
措置の適用期限の延長 （※）

〔法人税、法人住民税、事業税〕

生活衛生同業組合等及び消費生活協同組合等の貸倒引当金の特例の適用期限を

２年延長する。

３．商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長 （※）

〔所得税、法人税、法人住民税、事業税〕

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度に

ついて、対象者から認定経営革新等支援機関等を除外し、対象設備の見直しを行っ

た上、その適用期限を２年延長する。

４．個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設 （※）

〔相続税、贈与税〕

〈検討事項〉
個人事業者の事業承継に係る税制上の措置については、現行制度上、事業用の

宅地について特例措置があり、既に相続税負担の大幅な軽減が図られていること、

事業用資産以外の資産を持つ者との公平性の観点に留意する必要があること、法人

と異なり、対象とすべき事業用資産とそれ以外の資産の区分が明確でなく、それを

客観的に区分することも困難であること、株式等が散逸して事業の円滑な継続が

困難になるという特別の事情により特例が認められている法人の事業承継とは異な

ること等の問題があることに留意し、既存の特例措置のあり方を含め総合的に検討

する。
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○
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
原
材
料
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト
高
対
策

生
活
衛
生
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
貸
付
（
経
営
環
境
変
化
資
金
）
の
金
利
の
引
下
げ

（
原
材
料
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト
高
の
影
響
を
受
け
て
い
る
場
合
：
基
準
利
率
よ
り
△
0
.2
％
、

う
ち
小
規
模
事
業
者
△
0
.4
％
、
経
営
支
援
型
：
△
0
.4
％
）

○
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
女
性
活
躍
推
進
、
創
業
支
援

女
性
・
若
者
等
の
創
業
前
又
は
創
業
後
間
も
な
い
者
に
つ
い
て
金
利
の
引
下
げ

（
適
用
利
率
よ
り
△
0
.2
％
、
女
性
・
若
者
又
は
Ｕ
タ
ー
ン
等
の
場
合
△
0
.3
％
）

無
担
保
融
資
に
係
る
要
件
の
緩
和
等

（
女
性
の
少
額
で
の
創
業
に
つ
い
て
勤
務
要
件
等
の
撤
廃
、
貸
付
期
間
の
拡
充
等
）

子
育
て
支
援
に
取
り
組
む
者
へ
の
金
利
引
下
げ

（
「
く
る
み
ん
マ
ー
ク
」
の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
：
基
準
利
率
よ
り
△
0
.6
5％
等
）

○
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
地
方
創
生
支
援

生
活
衛
生
関
係
営
業
新
企
業
育
成
資
金
の
創
設

（
女
性
、
若
者
、
シ
ニ
ア
向
け
の
創
業
資
金
：
基
準
利
率
よ
り
△
0
.4
％
等
）

Ｕ
タ
ー
ン
等
で
創
業
す
る
者
に
つ
い
て
金
利
引
下
げ
（
適
用
利
率
よ
り
△
0
.3
％
）
（
再
掲
）

耐
震
改
修
関
連
貸
付
制
度
の
特
例
の
継
続
（
基
準
利
率
よ
り
△
1
.0
5％
）

■
事
業
概
要

2
6
年
度
補
正
予
算
：
3
.
0
3
億
円

エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
高
止
ま
り
対
策
な
ど
地
域
に
お
け
る
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
投
資
促
進
や
基
盤
強
化
の
た

め
、
(
株
)
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
融
資
に
つ
い
て
、
拡
充
を
図
る
。
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生
活
衛
生
同
業
組
合
等
が
設
置
す
る
共
同
利
用
施
設
に
係
る
特
別
償
却
制
度
の
適
用
期
限
の
延
長
（
法
人
税
）

大
綱
の
概
要

共
同
利
用
施
設
の
特
別
償
却
制
度
に
つ
い
て
、
取
得
価
額
要
件
（1
0
0万
円
以
上
）を
設
定
し
た
上
で
、
そ
の
適
用
期
限
を
２
年
延
長
す
る
。

制
度
の
概
要

制
度
の
必
要
性

◯
生
活
衛
生
関
係
営
業
は
国
民
生
活
と
極
め
て
密
着
し
、
か
つ
裾
野
の
広
い
(全
産
業
５
４
５
万
事
業
所
の
う
ち
２
０
．
２
％
、
全
従
業
者

５
，
５
８
４
万
人
の
う
ち
１
２
．
２
％
)、
我
が
国
の
地
域
経
済
の
基
盤
と
な
る
産
業
で
あ
り
、
か
つ
、
雇
用
面
で
も
大
き
な
役
割
を
担
う
ほ
か
、
生

活
弱
者
で
あ
る
高
齢
者
、
子
育
て
・
共
働
き
世
帯
の
生
活
を
支
え
る
役
割
な
ど
、
多
面
的
機
能
を
含
み
、
地
域
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

◯
現
在
の
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
業
況
判
断
D
Iは
低
調
（▲
29
.1
＝
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
「生
活
衛
生
関
係
営
業
の
景
気
動
向

等
調
査
」
平
成
2
6年
1-
3月
期
）
で
、
経
営
状
況
は
依
然
と
し
て
厳
し
く
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
小
規
模
や
事
業
体
で
あ
る
同
営
業

が
、
地
域
経
済
に
お
い
て
そ
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
は
、
少
子
・高
齢
化
、
環
境
、
節
電
、
衛
生
水
準
の
向
上
等
の
同
営
業
を
取
り
巻
く
課

題
に
対
し
て
、
共
同
で
対
応
す
る
必
要
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。

生
活
衛
生
同
業
組
合
等
が
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
振
興
計
画
に
よ
り
、
共
同
利
用

施
設
を
設
置
し
た
場
合
に
取
得
価
額
の
６
％
の
特
別
償
却
が
で
き
る
。

＜
主
な
対
象
設
備
；
例
＞

（
１
）
研
修
施
設
（美
容
・す
し
等
）

（
２
）
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
共
同
工
場

（
３
）
共
同
配
送
設
備

資-5



生
活
衛
生
同
業
組
合
等
及
び
消
費
生
活
協
同
組
合
等
の
貸
倒
引
当
金
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
の
延
長

（
法
人
税
・
法
人
住
民
税
・
事
業
税
）

大
綱
の
概
要

公
益
法
人
等
又
は
協
同
組
合
等
の
貸
倒
引
当
金
の
特
例
の
適
用
期
限
を
２
年
延
長
す
る
。

制
度
の
概
要

制
度
の
必
要
性

○
本
税
制
措
置
に
よ
り
、
貸
倒
リ
ス
ク
の
軽
減
及
び
経
営
基
盤
の
安
定
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

○
生
活
衛
生
同
業
組
合
及
び
消
費
生
活
協
同
組
合
等
の
財
政
基
盤
は
、
十
分
な
状
況
で
な
く
、
ま
た
、
営
利
性
の
あ
る
事

業
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
余
剰
金
が
発
生
し
に
く
い
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
租
税
特
別
措
置
法
の
本
特
例
措
置
を
適
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貸
倒
発
生
年
の
収
支
の
悪
化
を
少
し
で
も
緩
和
し
、
組
合
の
信
用
力
の
低
下
を
防
ぐ
必
要
が
あ
る
た
め
、

延
長
を
要
望
す
る
。

出
資
組
合
で
あ
る
生
活
衛
生
同
業
組
合
等
が
、
各
事
業
年
度
に
お
い
て
、
一
括
評
価
金
銭
債
権
に
か
か
る
貸
倒
引
当
金

の
繰
入
限
度
額
の
計
算
に
つ
い
て
、
そ
の
限
度
額
が
法
定
繰
入
率
又
は
貸
倒
実
績
率
の
１
２
％
増
し
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

政
策
措
置
で
あ
る
。
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改
正
概
要

【
適
用
期
間
：
２
年
間
（平
成
２
８
年
度
末
ま
で
】

○
本
税
制
は
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
を
営
む
中
小
企
業
等
が
経
営
改
善
設
備
（
※
１
）
を
取
得
し
た
場
合
に
、
取
得
価
額
の
３
０
％
特
別
償
却
又
は
７
％
税
額

控
除
（
※
２
）
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
適
用
期
限
を
２
年
延
長
す
る
。

（
※
１
）
経
営
革
新
等
支
援
機
関
等
（
商
工
会
議
所
等
）
に
よ
る
、
経
営
改
善
に
関
す
る
指
導
に
伴
っ
て
取
得
す
る
下
記
の
設
備
を
い
う
。

１
台
３
０
万
円
以
上
の
器
具
・
備
品
（
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
、
看
板
、
レ
ジ
ス
タ
ー
等
）

１
台
６
０
万
円
以
上
の
建
物
附
属
設
備
（
空
調
施
設
、
店
舗
内
装
等
）

（
※
２
）
税
額
控
除
の
対
象
法
人
は
、
資
本
金
が
３
，
０
０
０
万
円
以
下
の
中
小
企
業
者
等
に
限
る
。 経
営
改
善
指
導
等

経
営
改
善
指
導
等
に
基
づ
く

設
備
投
資

中
小
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業

税
制
措
置

（
特
別
償
却
３
０
％
又
は
税
額
控
除
７
％
）

都
道
府
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会

商
工
会
議
所

商
工
会

都
道
府
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

各
生
活
衛
生
同
業
組
合
等

相
談

経
営
改
善
指
導
等
を
行
う
機
関

え
１

【
活
性
化
に
資
す
る
設
備
の
例
】

照
明
設
備
（
ダ
ウ
ン
ラ
イ
ト
）

シ
ャ
ン
プ
ー
台
設
備

理
容
椅
子

冷
蔵
オ
ー
プ
ン
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス

・
店
舗
内
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
、
集
客
力
の
拡
大

＊
本
税
制
の
対
象
者
か
ら
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
等
を
除
外
し
、
ま
た
、
一
部
の
対
象
設
備
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
率
引
上
げ
対
策
と
関
係
が
な
い
も
の
を
除
外
す
る

な
ど
、
所
要
の
見
直
し
を
行
う
。

【
本
税
制
の
イ
メ
ー
ジ
図
】

特
定
中
小
企
業
者
等
が
経
営
改
善
設
備
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
又
は
法
人
税
額
等
の
特
別
控
除
の
延
長

（
所
得
税
・
法
人
税
・
法
人
住
民
税
・
事
業
税
）

特
定
中
小
企
業
者
が
経
営
改
善
設
備
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
又
は
税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て
、
所
要
の
見
直
し
を
行
っ

た
上
、
そ
の
適
用
期
限
を
２
年
延
長
す
る
。

大
綱
の
概
要
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（
出
典
）
総
務
省
・経
済
産
業
省
「平
成

24
年
経
済
セ
ン
サ
ス

-活
動
調
査
」
再
編
加
工

（
備
考
）
非
一
次
産
業
の
企
業
ベ
ー
ス
で
集
計
。
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
基
本
法
の
定
義
に
照
ら

し
て
、
「
小
規
模
企
業
」
（
製
造
業
そ
の
他
の
業
種
は
従
業
員

20
人
以
下
、
商
業
・サ
ー
ビ
ス
業
は
従
業
員

5人
以
下
）
と
、
小
規
模
企
業
以
外
を
「
中
規
模
企
業
」と
区
分
し
て
集
計
。

我
が
国
に
お
け
る
規
模
・
形
態
別
の
事
業
者
数

三
大
都
市
圏

三
大
都
市
圏
以
外

常
時
雇
用

５
．
８
％

１
１
．
１
％

従
業
員
全
体

９
．
９
％

１
９
．
０
％

（
出
典
）
平
成

24
年
度
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査

（
備
考
）
三
大
都
市
圏
：
東
京
都
、
神
奈
川
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
愛
知
県
、
大
阪
府
、
京
都
府
、
兵
庫
県

個
人
事
業
者
が
雇
用
し
て
い
る
割
合

事
業
者
数

割
合

個
人
事
業
者

２
，
１
７
５
，
２
６
２

５
６
．
３
％

小
規
模
企
業

１
，
２
７
７
，
８
９
３

３
３
．
１
％

中
規
模
企
業

４
０
０
，
０
５
６

１
０
．
４
％

大
企
業

１
０
，
３
１
９

０
．
３
％

A事
業
者
（
製
麺
所
）
：

７
人
の
従
業
員
を
抱
え
、
茨
城
県
で
事

業
を
展
開
。
製
麺
機
、
ボ
イ
ル
機
、
工
場

等
の
設
備
を
保
有
。

B事
業
者
（
畳
業
）
：

３
人
の
従
業
員
を
抱
え
、
長
崎
県
で
事

業
を
展
開
。
畳
張
り
替
え
用
機
械
、
工
場

等
の
設
備
を
保
有
。

個
人
事
業
者
の
例

土
地

36
.2

%

建
物

18
.1

%
土
地
・
建
物
以
外

の
固
定
資
産

9.
9%

金
融
資
産

22
.6

%

そ
の
他

13
.1

%
（
※
）

4,
80

0万
円
：

相
続
人
が

3人
（
妻
と
子
供

2人
）
と
仮
定

し
た
場
合
の
相
続
税
の
基
礎
控
除
額

（
H2

7年
1月
～
）

（
出
典
）
中
小
企
業
庁
委
託
調
査
「
個
人
事
業

主
が
所
有
す
る
事
業
用
資
産
及
び
事
業
承

継
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
（

20
14
年

7
月
）
株
式
会
社
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
再
編

加
工

○
個
人
事
業
者
の
事
業
承
継
に
係
る
税
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
現
行
制
度
上
、
事
業
用
の
宅
地
に
つ
い
て
特
例
措
置
が
あ
り
、
既
に
相
続
税
負

担
の
大
幅
な
軽
減
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
事
業
用
資
産
以
外
の
資
産
を
持
つ
者
と
の
公
平
性
の
観
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
法
人
と
異

な
り
、
対
象
と
す
べ
き
事
業
用
資
産
と
そ
れ
以
外
の
資
産
の
区
分
が
明
確
で
な
く
、
そ
れ
を
客
観
的
に
区
分
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
こ
と
、
株
式
等

が
散
逸
し
て
事
業
の
円
滑
な
継
続
が
困
難
に
な
る
と
い
う
特
別
の
事
情
に
よ
り
特
例
が
認
め
ら
れ
て
い
る
法
人
の
事
業
承
継
と
は
異
な
る
こ
と
等
の

問
題
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
既
存
の
特
例
措
置
の
あ
り
方
を
含
め
総
合
的
に
検
討
す
る
。

○
小
規
模
企
業
等
に
係
る
税
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
個
人
事
業
主
、
同
族
会
社
、
給
与
所
得
者
の
課
税
の
バ
ラ
ン
ス
等
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
個
人

と
法
人
成
り
企
業
に
対
す
る
課
税
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
た
め
の
外
国
の
制
度
も
参
考
に
、
所
得
税
・法
人
税
を
通
じ
て
総
合
的
に
検
討
す
る
。

個
人
事
業
者
の
事
業
用
資
産
に
係
る
事
業
承
継
時
の
負
担
軽
減
措
置
の
創
設

（
相
続
税
・
贈
与
税
）

大
綱
の
概
要

個
人
事
業
者
の
事
業
承
継
等
に
係
る
税
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
特
例
措
置
の
あ
り
方
を
含
め
総
合
的
に
検
討
す
る
。

平
成
２
７
年
度
税
制
改
正
大
綱

純
資
産

4,
80

0万
円

(※
)超
の
個
人
事
業
者
が
所
有
す
る
事
業
用
資
産
の
構
成
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生
活
衛
生
関
係
営
業
の
振
興
指
針
の
改
定
に
つ
い
て

振
興
指
針
は
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
振
興
を
計
画
的
に
推
進
し
て
、
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
利
用

者
の
利
益
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
業
種
毎
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
５
年
毎
に
、
厚
生

科
学
審
議
会
（
生
活
衛
生
適
正
化
分
科
会
）
の
意
見
を
聴
い
て
改
定
。

平
成
２
６
年
度

改
定

平
成
２
７
年
度

改
定

（
予
定
）

○
食
肉
販
売
業

○
氷
雪
販
売
業

○
飲
食
店
業
（
め
ん
類
）

○
旅
館
業

○
浴
場
業

平
成
２
５
年
度

改
定

★
連
続
性
の
強
化
、
戦
略
性
の
強
化
、
役
割
の
明
確
化
の
観
点
か
ら
改
定

★
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
・
強
化
、
東
日
本
大
震
災
へ
の
対
応
等
を
重
点
事
項
に
追
加

◎
業
界
の
強
み
、
弱
み
、
内
部
環
境
、
外
部
環
境
を
整
理

◎
価
格
以
外
の
競
争
軸
の
創
出
（
付
加
価
値
、
独
自
性
、
専
門
性
、
地
域
密
着
等
）

改
定
方
針

○
理
容
業

○
美
容
業

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業

○
飲
食
店
業
（
す
し
）

○
興
行
場
業
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標
準
営
業
約
款
制
度
の
概
要 安
全

Sa
fe

ty
清
潔

Sa
ni

ta
tio

n
安
心

St
an

da
rd

標
準

営
業

約
款

制
度

「
Ｓ

マ
ー

ク
」
は

、
消

費
者

が
、

理
容

業
、

美
容

業
、

ク
リ
ー

ニ
ン

グ
業

、
め

ん
類

・
一

般
飲

食
店

営
業

が
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
や

技
術

を
利

用
す

る
際

の
安

全
・

安
心

の
目

印
で

、
３

つ
の

Ｓ
（
S
af

e
ty

:安
心

で
あ

る
こ

と
、

S
an

it
at

io
n
:清

潔
で

あ
る

こ
と

、
S
ta

n
d
ar

d
:安

心
で

あ
る

こ
と

）
を

約
束

し
て

い
ま

す
。

標
準

営
業

約
款

は
、

厚
生

労
働

大
臣

が
指

定
す

る
業

種
に

つ
い

て
、

全
国

生
活

衛
生

営
業

指
導

セ
ン

タ
ー

が
、

厚
生

労
働

大
臣

の
許

可
を

受
け

て
設

定
す

る
。

○
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
業

(昭
和

5
8
年

3
月

2
6
日

認
可

) 
  

3
,4

3
3
店

舗
(ク

リ
ー

ニ
ン

グ
所

3
,1

3
2
店

舗
・
取

次
店

3
0
1
店

舗
)

○
理

容
業

(昭
和

5
9
年

1
0
月

1
8
日

認
可

) 
  
  
  

  
  

3
7
,7

7
2
店

舗
○

美
容

業
(昭

和
5
9
年

1
0
月

1
8
日

認
可

) 
  

 
1
7
,9

1
1
店

舗
○

め
ん

類
飲

食
店

営
業

(平
成

1
6
年

1
1
月

3
0
日

認
可

) 
  
 3

1
4
店

舗
○

一
般

飲
食

店
営

業
(平

成
1
6
年

1
1
月

3
0
日

認
可

) 
 

3
4
8
店

舗
(注

)現
在

、
5
業

種
で

設
定

。
店

舗
数

は
、

平
成

2
3
年

3
月

末
現

在
。

①
役

務
の

内
容

又
は

商
品

の
品

質
の

表
示

の
適

正
化

に
関

す
る

事
項

②
施

設
又

は
設

備
の

表
示

の
適

正
化

に
関

す
る

事
項

③
損

害
賠

償
の

実
施

の
確

保
に

関
す

る
事

項

①
営

業
者

は
標

準
営

業
約

款
に

従
っ

て
営

業
を

行
お

う
と

す
る

時
は

、
都

道
府

県
生

活
衛

生
営

業
指

導
セ

ン
タ

ー
に

登
録

す
る

。
②

登
録

を
受

け
た

業
者

は
、

全
国

生
活

衛
生

営
業

指
導

セ
ン

タ
ー

が
定

め
た

様
式

の
標

識
及

び
標

準
営

業
約

款
の

要
旨

を
掲

示
す

る
。

③
登

録
期

間
は

３
年

と
な

っ
て

お
り

、
再

登
録

す
る

こ
と

に
な

る
。

な
お

、
登

録
業

者
が

引
き

続
き

、
登

録
を

継
続

す
る

場
合

の
有

効
期

限
は

、
５

年
と

な
っ

て
い

る
。

振
興

事
業

貸
付

の
運

転
資

金
の

利
率

は
基

準
金

利
で

あ
る

が
、

標
準

営
業

約
款

登
録

営
業

者
は

特
別

利
率

②
が

適
用

さ
れ

る
。

１
目
的

２
設
定

５
融
資
上
の
恩
恵

４
登
録
等

３
内
容

Sマ
ー
ク

安
全
・
安
心
を
約
束

す
る

3つ
の

S
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生
活
衛
生
同
業
組
合
活
動
推
進
月
間
及
び
標
準
営
業
約
款
の
広
報
状
況
に
つ
い
て

生
活
衛
生
同
業
組
合
活
動
推
進
月
間
及
び
標
準
営
業
約
款
の
広
報
の
一
貫
と
し
て
、

政
府
広
報
オ
ン
ラ
イ
ン
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
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